
【お申込み、お問合せ先】

「本紙裏面」に記載の各地商工会議所、商工会を通して

ご相談、お申込みください。

※商工団体が保証協会事業の活用が必要と判断した場合

は、当協会職員による面談をさせていただきます。

最大 万円の補助金
【支援内容】経営改善計画書策定に係る専門家

（中小企業診断士、公認会計士、税理士等）

への謝金の一部を支援（補助）します。

【支援額】上限 4 0万円
（補助対象経費の５分の４相当額以内）

【対 象】当協会の利用があり、直近決算の売上高及

び負債額が1億円未満の事業者が対象となり
ます。 ※沿岸優先枠あり

※国の重点支援交付金を利用した県の補助事業です。

中小企業者等
経営改善支援事業
（通称：経営 事業）

この事業は、物価高騰や最低賃金の上昇と

いった環境の変化に対応しようとする中小企

業者の方々が経営改善計画を策定するために

必要な費用を補助します。

☆自主的な経営改善に挑戦したい

中小企業者様は、ぜひご活用ください！

簡易な経営改善計画策定を支援します！

企業支援部 経営支援課

TEL:019-654-1506

フリーダイヤル：0120-972-150




